
町
が
実
施
し
た
小
野
ウ
ェ
イ
ス
ト

パ
ー
ク
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
周

辺
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
の
結
果

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

調
査
結
果
は
表
の
と
お
り
で
、
ど

の
採
取
地
点
で
も
環
境
基
準
値
を
下

回
り
、
良
好
な
環
境
が
保
た
れ
て
い

ま
す
。

町
で
は
、
今
後
と
も
定
期
的
に
調

査
を
実
施
し
、
み
な
さ
ん
に
結
果
を

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

町
民
生
活
課

七
二
│
六
九
三
三

◎
防
街
庁
自
衛
隊
で
は
、
次
に
よ
り

自
衛
隊
生
徒
を
募
集
し
ま
す
。

◆
資
格

平
成
十
七
年
四
月
一
日
現

在
、
十
五
歳
以
上
十
七
歳

未
満
の
中
学
校
卒
業
（
見

込
み
含
む
）
の
男
子

◆
受
付

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

（
月
）か
ら
平
成
十
七
年
一

月
十
一
日
（
火
）
ま
で

◆
試
験

平
成
十
七
年
一
月
十
五
日

（
土
）

◆
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
郡
山
募
集
事
務
所

〇
二
四
│
九
三
二
│
一
四
二
四

平
成
十
六
年
十
月
一
日
よ
り
効
力

発
生
し
て
い
ま
す
。

特
定
の
産
業
に
は
、
産
業
別
最
低

賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

福
島
県
労
働
局
賃
金
室

〇
二
四
│
五
三
六
│
四
六
〇
四

郡
山
労
働
基
準
監
督
署

〇
二
四
│
九
二
二
│
一
三
七
〇

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
義
援
金
に

つ
い
て
左
記
に
よ
り
受
付
て
お
り
ま

す
。
皆
様
の
援
助
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

◆
受
付
期
限

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日

◆
郵
便
振
替

振
替
口
座
　00530-2-2000

口
座
名
義
　
日
本
赤
十
字
社

新
潟
県
支
部

通
信
欄
に
「
新
潟
地
震
」
と
明
記

下
さ
い
。
手
数
料
は
無
料
で
す
。

◆
銀
行
振
込

東
邦
銀
行
南
福
島
支
店

口
座
番
号
　
普
通
　589011

日
本
赤
十
字
社
福
島
県
支
部

支
部
長
　
佐
藤
栄
佐
久

手
数
料
は
同
銀
行
間
無
料
で
す
。

な
お
、
各
信
用
金
庫
で
も
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
寄
付
金
に
つ
い
て
は
控
除

に
該
当
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

小
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

七
二
│
六
八
六
六

福
島
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

屋
外
で
厳
し
い
避
難
生
活
を
強
い
ら

れ
て
い
る
方
の
た
め
、
被
災
者
が
安

心
し
て
避
難
生
活
が
送
れ
る
よ
う
ホ

ー
ム
ス
テ
イ
受
入
れ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
左
記
に
よ
り
募
集
し
て
い
ま
す
。

◆
募
集
期
間

ニ
ー
ズ
が
終
了
す
る
ま
で

◆
支
援
対
象

新
潟
県
中
越
地
震
被
災
者

◆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
内
容

・
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
受
入
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

主
旨
を
理
解
し
賛
同
の
上
善
意
に
よ
り

被
災
者
を
受
け
入
れ
る

・
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
受
入
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

連
携
し
被
災
者
の
避
難
生
活
を
援
助

・
ス
タ
ッ
フ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
て
サ
ポ
ー

ト
す
る

◆
費
用
負
担

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
受
入
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
伴
う
基
本
的
費
用
（
送
迎
交
通

費
・
家
庭
で
の
食
事
代
・
宿
泊
費
用
・

そ
の
他
の
主
催
行
事
参
加
費
用
な
ど
）

は
受
入
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

◆
登
録
・
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

〇
二
四
│
五
二
三
│
一
二
五
四

M
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小
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

七
二
│
六
八
六
六

小
野
ウ
ェ
イ
ス
ト
パ
ー
ク

時
間
額
六
百
十
一
円

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
要
介
護
認

定
（
要
介
護
一
以
上
）
を
受
け
て
い

る
方
は
、「
所
得
税
法
上
の
障
害
者
」

に
該
当
し
ま
す
。

控
除
認
定
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

左
記
の
と
お
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
日
〜

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

印
鑑
・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

七
二
│
六
九
三
四

水
道
水
は
、
法
令
に
定
め
ら
れ
た

検
査
項
目
と
検
査
頻
度
に
よ
り
水
質

検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
九
月
に
実

施
し
た
水
道
水
の
水
質
検
査
結
果
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。

義
援
金
の
受
付
に
つ
い
て

被
災
者
支
援
に
つ
い
て


